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紹介  

 

の東亜同文書院における について 
 

大学 ６年法経学部卒   新 郎 

 

（ ６）年 月 日（ 日）  、

は、 行者の増 、 （第 期 内

書 ）と上 東亜同文書院（ 校舎）に

行き、書院正 ２ の大 東 （ 寄）の教

で 時間、「 与文学」と題して をおこな

った。ここでは の の をめ り が

られるのを し、その 内 について、

の「 ート」について紹介する。 

 

この は、 郎（第 期）教 当の

「 別 」（ 1 ）の一 として、最上級

生（ 年生）を対 にした 業で、そのため、第２

期の学生（ 、 名位）、教 （ 郎、

、 野正 、 、  、 ）、そし

て、増 、 両 ともう一人、中国人（ と

推察している  本 ）が したのみであ

った。 

 この 業の は「 りの多い、わかりにく

いどんな中国 でも し、 れておかなけれ

ならないという事で けられたものであったの

で、 の も通 はしなかった。しかし、 し

い には、 書してくださる にあらかじめ

んではあったので、 に に「 生 」

（「 どいのは生き めにした」の ）と 書され

た」（ 郎「 の 別 に う」

第 ６ ） 

 この日の は、 （第 ）に「 の

（ ）」として、 半部分の 書きによる書き

取り原 （    年に

）として紹介されている。 

そして、本 （第２ 期）は、次のように「

」を書き、「 ート」を し してい

る。その「 」は、次の通りである。 

「・・・これは、当日 の中国  

が 書きを り、 野正 （第 期）教 の

業時間に、 （書き取り 業）として学生に し、

（第２ 期）が保 していた「 ート」で、

て内 は、生の ではないこと、 者によ

る でもないこと、 書きであり、書き取りで

ある して ことを要する。 、 の ウ

トライン、 者の 囲 は 分 み取ることが

でき、 重さを また、 を心から 運に思

う・・・」。 

なお「 ート」は、別にもう一 して

いる。 （第 期）が、 （ ウフウ）

（第２６ ）に したもので、 進（第２ 期）の

「 ート（「 的 」）」と を紹介してい

る。 

 

 この 業の 当者 郎教 は、「 の

も通 はしなかった」（ 第 ６ ）とし、ま

た、 した  も「 は中国 で、通 は

なかったように している」（ 第 ）と

書いている。 

その 、 は、 東亜同文書院大学

の中の「第２ 期生 」の に、「・・・ の

ー は「 と文学」で、通 はなく、その どい

なまりにわれわれは まされたが、 きとり

い は は に書いてくれたので助かっ
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た」（ ２ ）と書いている。 

 一方、「通 はあった」と書いている方もいる。 

本 は  の中で、「 長

（着 し） で出 さった 生の 題はた

しかに、「 的 」。そのとき、 野 生の明

な 通 には く した」（ ）と書いて

いる。 

その 、「日本 で した」と書いている中国

文 もある。 

 

   （410 412 ） 

人民出  

年 月第  

上 同文 院的  

「・・・ 当 同文 院求学的

次 的 （ ） 次

日 的 ・・・」 

一  

生二 事 

「・・・一 年 同文 院 的

・・・日本教 。

多数 日本学生 生 日

来 。・・・」          

（ 一 四 年 月 日 大公  ）  

 

ここで として、 が、 ２年 ２月 ２日

より にわたっておこなった「支 」（ 題

「支 近 年来の四大思 家」）も、 、 年生に

正 として させた（学生 ー で され、

一 の 者もいた ）が、その時は、 郎

教 が大 を し、後日、東亜同文書院支

部 行の 支 （第 ６ 、第 ）に

を している。 

の 合はな 通 がされなかったであろう

か 大 だけでも をされていたら・・・。 

対外的に の予 もなく最上級生のみを対

にした事は、 ６年当時の を取り く

勢が に しかった事も関係していたかもしれ

ない。 

 

２年 、 が、 一日本人学生にした

が、 大学の ー である東亜同文書院でお

こなわれ、 した学生のその後半生に い

を与 、 の に した 動は、 るこ

とがなかったという。 

しかし、後年になって「通 をした、しなかった」

と 反する がある事は、 を さなかった

事にも原 がある、と思われる。 

「事 は一つ 」 

定的な証 が される事を ってやまない。 

 

 （第 期生）「 さんと私」 

（東亜同文書院同 会 ）第 （

年 月 行） （「 の会会 」第  

年 月から ） 

 

（第２ 期生）「 の （ 進、

、本  各 の 信を ）」 

第 （ 年 月 行） 

 

郎（第 期生）「 の 別 に

う」 

第 ６ （ 年 月 行） 

 

 （第 期生）「 を  い思 と

」（「人民日 」 年 月 日 の事 ） 

第 （ 年 月 行） 

 

「 の （ ）」 

第 （ 年 月 行）本 （第

２ 期生）が「 」と ート「 の 」の

を  

 

部正 「本 き書き（ ートの一部

を ）」 集 （学  第

「月 」第  ６ 年 月 行） 

 

（第 期生）「同文書院での「 」

書き」 第２６ （ 成 年 ２月 行） 

進「 ート」（「 的 」）と の紹

介 
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東亜同文書院大学  創立 年  

（ 年 月 行） 

「 校舎 （ 年 月 ）」（ ） 

 

  

（第２ 期生の  年 月 行） 

 

上 五 書院 生来

人 文学 会的一 対 中

国新文 的 大家

的介紹 的 目 与文

学 所 的国 大家 分清

所以 出来 大家 以 。 

 

加上 加 代

的 成大約 両 東 一

一 両 東 本来

後来 的思 的

成 所 。 

・・・ 以文 法 以武

的 太 公 要

的話 家 家

治 的 思 以

上 的。 

的思 家 治 的

家的立 上 所以要反対

太 要 時

的。 一 時代 政治要

的 一

政府推 取 代 的時 少。

備 一 後来 称 。

出身 一 後来 当

。 武（明太 ） 的 。 

以上 的 文学 関係

一 勢力 文学 要

一 国民党 成 以後 新的文学

。

新的 新

要復 所 進則 思。 

本来 的目的 要取 本身的地位

本身 地位 要 的方法 来 制一

同 進行 制 的

的 要推行 大 復

革命 成 的時 日 新文化

一 的制 革命成 以後 反 要

復 一 例来 方 一

人 的時 人家 大 大

対的 一

的目的 本来 。 所

的方法 的 的 。

者 月

。

地 者 活

一位。嗐

 

 一本 呐 書 的 红

以表 話 的 思。後来 一 学

生 着 本 書 南方来 半 上 官家

出来 的 。

備 的一 。 備 着 的

一 说 人

。 行

野 的手 出身 人家

所以 手 以 人家的

。 明太 出身

後来当 人家 所以 人家的

文 。 一 人 的文 一

太 以 的 思

明太 本来当 所以

人 。 長 所以

上 以 上治 。     

    

田   

 日わが同文書院にては 生を

き を行なった。 とは 人 のこと、文

学 会 ン ーでリーダー をなし中国新文

に多大の をしている は学生 もすでに

と思い、 めて しない。 題は「 と文

学」、かれの中国 は き取り かったと思うので

ここに べる私の 書きにより を ってほ

しい。 
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 はまず とは かと し、こう う。

、それは の に さらに 代 が ラ

スされたようなものであり、その生成に そ二 の

れがある。一は の ち 者、 は

の ち の である。二者は本来 めて

な者であったが、後にその思 が するに

び、 々に 化して った。 

 く、「 以文 法」「 以武 」と。こ

れに依れ の は に の時代より

あったことが れる。太 公が このような

をなしたか、彼は 家であって、「 治」を

した。 るにこの 家思 は「 に で、 にも

ない みの 」、 には できないこと

であるし反って の思 によって 家の「

治」の は されて った。 は 家

の立 上 に反対するが、さりとて く を

して った ではない。 

 は時に をみて り しい を らす。

ある時代に し政治が すれ ち時を

に が り をする、 には時の政府を

してそれに代る事も くない。 備の きもと

は一介の に ず後に り の を

名 った。 も出身は一介の 、 を ち

を ぼし の となった。さらに 武（明太

）など、いずれも同一の れに す。  

 以上 いてきた が、さて文学とどんな関係

をもったかとなれ 、 はこうだ。 が一たび勢

力を て ち文学は する。国民党 成

以後どうなったかをみよう、果して新文学が

し たか、 生 っくに んで った。

か、彼 には新しい ランがなく、 らく「

」だったのだ、 ー ランがない以上、 に

か るだけだ。所 「 進則 」とはこのことだ。

本来国民党の目 は新政 にある、その地

位にありつけ 、 行を踏 し の一 を 制し

ようとするのだ、例 法の 、 制の推

進など そのもの。 にそれの推進 をす

すめている。正に復 そのものではないか。

「革命 成 」の時、 日新文化を し 制

一 の を び、革命の成 後は一 して

に復するのか。 

 ここに一例を 明をしよう。一文 しの人が

て 人に「 を を い を てい

る」といっても 一人信じる者はあるまいが、本人

が ちになって同じことを 、さもありなん

ということになる。国民党のやり方とても、すべて

者の であり、 の である。 

 に「 」「 者」「 月 」の の 行

があったが、 的、 の 向のため は総て

となった。 く所に れ 、 に 家

は され に され、中の一人は生き

めにされたという、 生 ても これ

は の よりもその さに てなお

ではないか。 

 私は に「 」を出 した、表紙は とした、

や をとり入れた文 に した通 的 を

んだ。後に一学生がこの本を して南方に

行った。途中で官憲の 問を受けこの本の に

に の をかけられ された。これこそ

備の の施行と同じだ。彼は の

を させその所 者を ちに すように命

じた。ある が彼にいった。「 ら く

さね なら 、 を す を所 しているから」

と。 に 備はかかる野 な手 をとったのか。

その出身が のため 民から られるの

を れ、ためにこの手 によって りや を

しようとしたのである。 た例は外にもある。明

の太 も出身は であった。 の につい

てからも 民の を れた。 に 民の書く文

に を配った。 人の文に「 」の一

があり、太 はこれを「 の 」と した、

彼はもと の経歴があった、 って を

に したものとして、 し させた。この

な が するであろうか、「 上 、

以 上治 」とはそうした のことだ。 

 




